
番

号

件

名

発
行
日

県
報
番
号

○
規

則

三
一

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正

三
一

三
一
二

○
人

事

委

規

則

大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体

九

一

号
外
（
三
二
）

の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正

令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関

一
〇

二
七

三
一
一

す
る
規
則
の
制
定

○
公

安

委

規

則

六

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正

一
三

号
外
（
三
三
）

七

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

〃

〃

○
告

示

二
〇
六

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

二

三
〇
四

二
〇
七

�

指
定
予
定
保
安
林
（
三
件
）

〃

〃

二
〇
九

大
洲
総
合
運
動
公
園
及
び
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
利
用
に

二
一
〇

〃

〃

係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

二
一
一

臼
津
広
域
連
合
規
約
変
更
の
許
可

六

三
〇
五

令
和
四
年
度
県
営
林
産
物
（
間
伐
材
等
）
処
分
事
業
委
託
に
係
る

二
一
二

〃

〃

物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
の
委
託

二
一
三

付
保
義
務
の
発
生

〃

〃

二
一
四

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

〃

〃

県
営
住
宅
等
の
家
賃
及
び
割
増
賃
料
並
び
に
駐
車
場
使
用
料
の
収

二
一
五

〃

〃

納
事
務
の
委
託

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可

二
一
六

一
〇

三
〇
六

申
請

二
一
七

保
安
林
の
指
定

〃

〃

二
一
八

指
定
予
定
保
安
林

〃

〃

二
一
九

〃

〃

〃

二
二
〇

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定

一
三

三
〇
七

運
転
免
許
関
係
通
知
業
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
の
一
部

二
二
一

〃

〃

改
正

二
二
二

運
転
免
許
事
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

二
二
三

令
和
三
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜

一
七

三
〇
八

二
二
四

土
地
改
良
区
連
合
の
定
款
変
更
認
可

〃

〃

二
二
五

県
営
緊
急
防
災
工
事
計
画
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃

二
二
六

〃

〃

〃

二
二
七

指
定
予
定
保
安
林

〃

〃

二
二
八

〃

〃

〃

二
二
九

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

令

和

四

年

五

月

大
分
県
報
目
録

（
第
三
〇
四
号
か
ら
第
三
一
二
号
ま
で
）

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年

大
分
県
報
目
録
（
五
月
）

一



二
三
〇

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

二
〇

三
〇
九

二
三
一

大
分
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

〃

〃

二
三
二

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

二
四

三
一
〇

二
三
三

〃

〃

〃

二
三
四

指
定
予
定
保
安
林

〃

〃

二
三
五

〃

〃

〃

二
三
六

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
係
る
指
針
案
の
縦
覧

〃

〃

大
分
県
青
少
年
の
森
及
び
大
分
県
平
成
森
林
公
園
の
利
用
に
係
る

二
三
七

〃

〃

使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

二
三
八

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

二
三
九

�

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

〃

〃

二
四
一

二
四
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

二
七

三
一
一

二
四
三

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更

〃

〃

二
四
四

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止

〃

〃

二
四
五

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

〃

〃

二
四
六

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

三
一

三
一
二

二
四
七

令
和
四
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜

〃

〃

二
四
八

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許

〃

〃

二
四
九

大
分
港
港
湾
施
設
に
係
る
港
湾
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

大
分
港
大
在
地
区
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
使
用
料
の
徴
収
事
務
の

二
五
〇

〃

〃

委
託

二
五
一

大
分
港
西
大
分
地
区
駐
車
場
使
用
料
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

二
五
二

別
府
港
県
営
三
号
上
屋
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

二
五
三

別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

二
五
四

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除

〃

〃

二
五
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

〃

〃

二
五
六

県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

○
選

管

委

告

示

一
五

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
の
適
用

二
七

三
一
一

○
公

安

委

告

示

五
八

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

三
一

三
一
二

○
病

院

局

告

示

大
分
県
立
病
院
の
患
者
に
係
る
自
己
負
担
分
医
業
未
収
金
の
収
納

一

二

三
〇
四

事
務
の
委
託

○
教

育

委

訓

令

甲

八

大
分
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
改
正

三
一

三
一
二

○
公

告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）

二

三
〇
四

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
二
件
）

〃

〃

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）

六

三
〇
五

一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

令
和
四
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

〃

〃

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

一
三

三
〇
七

令
和
四
年

大
分
県
報
目
録
（
五
月
）

二



競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
三
件
）

一
七

三
〇
八

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
二
件
）

〃

〃

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示

〃

〃

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）

二
〇

三
〇
九

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
二
件
）

〃

〃

契
約
者
等
の
公
示

〃

〃

ふ
ぐ
処
理
講
習
会
の
開
催

二
四

三
一
〇

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

〃

〃

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）

二
七

三
一
一

落
札
者
等
の
公
示

〃

〃

契
約
者
等
の
公
示

三
一

三
一
二

令
和
四
年
度
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催

〃

〃

○
監

査

公

表

六
九
〇

監
査
結
果
の
公
表

二
六

号
外
（
三
四
）

令
和
四
年

大
分
県
報
目
録
（
五
月
）

三


